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(54)【発明の名称】 液晶表示装置およびその製造方法

(57)【要約】
【課題】  遮光効果を向上し、明るい画像表示を可能と
し、かつ高精細度化が可能で、生産性に優れた半透過反
射型の液晶表示装置を提供する
【解決手段】  半透過反射膜ＰＴ／Ｒに有する遮光部開
口ＢＳＬを露光マスクとして当該遮光部開口ＢＳＬ内に
のみ遮光膜ＢＭを形成し、かつ当該遮光膜ＢＭの断面形
状を凸形状に形成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】液晶層側の内面に半透過反射膜と遮光膜で
区画された複数色のカラーフィルタ層を備えた一方の基
板と、前記液晶層を介して対向配置した他方の基板を有
する液晶表示装置であって、
前記一方の基板の前記半透過反射膜に遮光部開口を有
し、前記遮光部開口内にのみ樹脂材料の遮光膜を有する
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】前記半透過反射膜の前記カラーフィルタ層
の直下に前記一方の基板の前記液晶層と反対側からの光
を透過させる画素部開口を有することを特徴とする請求
項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】前記半透過反射膜が金属膜であることを特
徴とする請求項１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】前記遮光膜に前記一方の基板の前記液晶層
と反対側からの光を透過させる遮光部スリットを有する
ことを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の液晶表
示装置。
【請求項５】液晶層側の内面に半透過反射膜と遮光膜で
区画された複数色のカラーフィルタ層を備えた一方の基
板と、前記液晶層を介して対向配置した他方の基板を有
する液晶表示装置の製造方法であって、
前記半透過反射膜に遮光部開口をパターニングする遮光
部開口パターン形成工程と、
前記遮光部開口パターン形成工程で形成した遮光部開口
に前記遮光膜となる光硬化性樹脂と遮光材料を有する遮
光材レジストを塗布する遮光材レジスト塗布工程と、
前記一方の基板の前記カラーフィルタ形成側と反対側か
ら化学線を照射して前記遮光部開口に塗布された前記遮
光材レジストを硬化させるレジスト硬化工程と、
前記遮光材レジストの未硬化部分を除去する未硬化遮光
材レジスト除去工程とを含み、
前記遮光部開口にのみ前記遮光膜を形成することを特徴
とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項６】前記一方の基板の前記液晶層と反対側に偏
光板を有することを特徴とする請求項１～４の何れかに
記載の液晶表示装置。
【請求項７】前記一方の基板の前記液晶層と反対側に位
相差板を有することを特徴とする請求項６に記載の液晶
表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置に係
り、特に透過光と反射光を選択的に又は同時に利用可能
として画像を表示する半透過反射型の液晶表示装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置は、薄型で軽量、低消費電
力であることから、ノート型パソコン、ワードプロセッ
サ、電子手帳、携帯電話機、カメラ一体型ビデオレコー
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ダ等、広範囲の電子機器の表示装置として使用されてい
る。液晶表示装置は、ブラウン管やプラズマディスプレ
イ装置と異なり、それ自体が発光するのではなく、外部
から入射した光の光量を制御して画像等を表示するもの
である。また、光制御素子として複数色のカラーフィル
タを具備させることで多色のカラー画像表示が可能とな
る。現在最も一般的に用いられている液晶表示装置は、
蛍光管等を用いたバックライトと称する照明光源を背面
に設置し、バックライトが発光する光が液晶表示装置を
透過する量を制御して画像を表示する構成とした、所謂
透過型の液晶表示装置である。
【０００３】しかし、この透過型の液晶表示装置では、
バックライトによる電力消費が全消費電力の約半分を占
め、前記した携帯型の電子機器が電池駆動の場合、その
使用時間を短縮する大きな要因となっている。また、透
過型の液晶表示装置は、明るい屋外等で使用する場合に
は表示領域の表面で外光が反射し、このため表示画像の
識別が著しく困難になる。
【０００４】屋外等の明るい環境で常時携帯して使用す
るものとしては、通常、バックライトを用いずに、反射
板（あるいは、反射膜）を具備して周囲からの外光の反
射光を液晶層で制御する、所謂反射型の液晶表示装置が
ある。このような液晶表示装置としては、例えば特開平
７－３３３５９８号公報に開示されているような、半透
過反射膜を用いて、透過型表示と反射型表示を行うよう
にした半透過反射型の液晶表示装置が知られている。こ
の種の液晶表示装置の他の例として、例えば特開２００
０－２９２７８２号公報などがある。
【０００５】図９は半透過反射型の液晶表示装置の構成
例を模式的に説明する断面図である。この液晶表示装置
ＰＮＬは、ガラス板を好適とする一対の基板ＳＵＢ１
（一方の基板、下側の基板）、ＳＵＢ２（他方の基板、
上側の基板）の間に液晶層ＬＣを挟持して構成される。
両基板の間隙であるセルギャップはスペーサＳＰで規制
される。
【０００６】下側の基板ＳＵＢ１の内面には、画素部開
口ＨＬを有する半透過反射膜ＰＴ／Ｒを有し、その上に
遮光膜（所謂、ブラックマトリクス）ＢＭで区画された
赤：Ｒ、緑：Ｇ、青：Ｂの３色のカラーフィルタＣＦが
所定の配列で形成されている。このカラーフィルタＣＦ
を覆って下側オーバーコート層ＯＣ１が被着されてい
る。さらにこの上には下側の画素電極ＩＴＯ１、下側配
向膜ＯＲＩ１が形成されている。なお、上記の半透過反
射膜ＰＴ／Ｒには、不透光性反射膜を用いるものと光の
一部を透過させる半透光性反射膜を用いるものとがあ
る。
【０００７】下側の基板ＳＵＢ１の外面には下位相差板
ＰＤ１、下側偏光板ＰＯＬ１が積層されている。そし
て、上側の基板ＳＵＢ２の内面（液晶層側）には上側の
画素電極ＩＴＯ２、上側配向膜ＯＲＩ２を有し、当該基
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板ＳＵＢ２の外側には拡散粘着層ＡＤ、２枚の上側位相
差板ＰＤ２ａ，ＰＤ２ｂ、上側偏光板ＰＯＬ２がこの順
で積層されている。
【０００８】拡散粘着層ＡＤは液晶層ＬＣを通過して出
射する表示光を拡散させる機能を有すると共に、上層の
上側位相差板ＰＤ２ａ，ＰＤ２ｂを粘着固定する。上側
偏光板ＰＯＬ２は上側位相差板ＰＤ２ａ，ＰＤ２ｂと一
体化されている。一対の基板ＳＵＢ１とＳＵＢ２はシー
ルＳＬで貼り合わされ、その間の間隙（セルギャップ）
はプラスチックあるいはガラスのビーズからなるスペー
サＳＰで規制される。図９におけるＸ方向は液晶表示装
置の画面で言えば水平走査方向、Ｙ方向は垂直走査方
向、Ｚ方向は表示面方向である。
【０００９】反射モードでは、上側の基板ＳＵＢ２の外
から入射した光は液晶層ＬＣを通り、カラーフィルタＣ
Ｆ、下側の基板ＳＵＢ１の内面に有する半透過反射膜Ｐ
Ｔ／Ｒで反射され、再びカラーフィルタＣＦ、液晶層Ｌ
Ｃを通って上側の基板ＳＵＢ２から上方に出射する。透
過モードでは、下側の基板ＳＵＢ１の背面に設置された
バックライトの光、あるいは背面からの周囲光が基板Ｓ
ＵＢ１を通って入射し、半透過反射膜ＰＴ／Ｒの開口か
らカラーフィルタＣＦ、液晶層ＬＣを通り、上側の基板
ＳＵＢ２から上方に出射する。なお、上記の半透過反射
膜を下側基板の外側に設けたもの、あるいは画素電極で
ある下側電極の透明電極ＩＴＯ１を反射性としたものも
知られている。半透光性の反射膜の場合は、バックライ
トの光の一部が半透過反射膜ＰＴ／Ｒを通ってカラーフ
ィルタＣＦ、液晶層ＬＣを通り、上側の基板ＳＵＢ２か
ら上方に出射する。この半透光性の反射膜には上記のよ
うな開口は特に形成されない。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】上記した半透過反射型
の液晶表示装置では、その液晶表示装置の画像表示面側
とは反対側の基板（下側基板）の内面に有する半透過反
射膜に遮光膜ＢＭ用の開口パターン（遮光部開口）を形
成しておく。そして、この遮光部開口に遮光膜となる光
硬化性樹脂と遮光材料を有する遮光材レジストを塗布
し、この遮光材レジスト側から露光マスクを介して露光
することで所要の遮光膜を形成している。
【００１１】図１０は半透過反射膜に形成した遮光部開
口に遮光膜を設ける方法を説明する露光システムの模式
図である。下側基板である一方の基板ＳＵＢ１の内面に
アルミニウム等からなる半透過反射膜ＰＴ／Ｒを有して
いる。この半透過反射膜ＰＴ／Ｒは、基本的には非透光
性である。この半透過反射膜ＰＴ／Ｒの画素部直下には
透過モードで使用する場合に当該一方の基板ＳＵＢ１の
外部から光を入射させるための画素部開口ＨＬが形成さ
れている。また、半透過反射膜ＰＴ／Ｒは、各カラーフ
ィルタＣＦ間にスリット（遮光部開口）ＢＳＬを有し、
このスリットＢＳＬに各カラーフィルタＣＦを区画する
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遮光膜ＢＭが設けられている。
【００１２】遮光膜ＢＭは、スリットＢＳＬを覆って光
硬化性樹脂と遮光材料を有する遮光材レジストを塗布
し、この遮光材レジストの塗布側に設置した露光マスク
ＭＳＫの開口を介して露光光（紫外線等のエネルギー
線）ＥＸＬを照射することで硬化させる。露光されなか
った部分の遮光材レジストを除去することでスリットＢ
ＳＬに硬化した遮光膜ＢＭを形成する。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】上記した従来の露光方
法では、露光マスクＭＳＫと半透過反射膜ＰＴ／Ｒのス
リットＢＳＬとを高精度で位置合わせする必要がある。
この位置合わせにずれがあると、遮光膜の形成を必要と
する部分である遮光部開口（以下、スリットとも言う）
ＢＳＬ以外の部分（当該スリットＢＳＬ遮光部開口の周
縁領域）に塗布された遮光材レジストも強くも硬化され
るため、非露光の遮光材レジストの除去工程を経ての当
該部分にも遮光膜が形成されてしまう場合がある。ま
た、液晶表示装置が高精細化する程、遮光膜ＢＭの幅も
細くなるが、上記位置合わせが不十分であると、スリッ
トＢＳＬ内の遮光材レジストが十分に硬化せず、所定の
遮光膜を形成することができず、遮光効果が損なわれた
ものとなる場合が生じる。この結果、歩留りが低下し、
生産性が下がる。
【００１４】さらに、このような露光方法では、半透過
反射膜ＰＴ／ＲのスリットＢＳＬの周縁まで硬化した遮
光膜が形成されてしまい、当該遮光膜の断面が大略凹形
状となって、剥がれを招いたり、あるいは、その後に形
成する化フィルタＣＦの平坦性を損なってしまう。半透
過反射膜ＰＴ／ＲのスリットＢＳＬの周縁まで遮光膜が
形成されると、反射膜の実効面積を減少させて反射モー
ドでの画像の明るさを低下させる原因の一つとなる。こ
れを解決することが課題の一つとなっていた。
【００１５】本発明の目的は、上記した従来技術におけ
る課題を解決し、遮光効果を向上し、明るい画像表示を
可能とし、かつ高精細度化が可能で、生産性に優れた半
透過反射型の液晶表示装置を提供することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は、半透過反射膜に有する遮光部開口内にの
み遮光膜を形成し、かつ当該遮光膜の断面形状を凸形状
に形成することで遮光効果を向上させ、高精細度化にも
対応できる液晶表示装置とした。本発明の特徴的な構成
を記述すれば、次のとおりである。
【００１７】（１）本発明の液晶表示装置は、液晶層側
の内面に半透過反射膜と遮光膜で区画された複数色のカ
ラーフィルタ層を備えた一方の基板と、前記液晶層を介
して対向配置した他方の基板を有し、前記一方の基板の
前記半透過反射膜に遮光部開口を有し、前記遮光部開口
内にのみ樹脂材料の遮光膜を有することを特徴とする。



(4) 特開２００３－４３４６１

10

20

30

40

50

5
【００１８】前記半透過反射膜の前記カラーフィルタ層
の直下に前記一方の基板の前記液晶層と反対側からの光
を透過させる画素部開口を有することを特徴とする。
【００１９】前記半透過反射膜として金属膜を用い、ま
た前記遮光膜に前記一方の基板の前記液晶層と反対側か
らの光を透過させる遮光部スリットを有することを特徴
とする。
（２）また、本発明の液晶表示装置の製造方法は、一方
の基板の液晶層側の内面に有する前記半透過反射膜に遮
光部開口をパターニングする遮光部開口パターン形成工
程と、前記遮光部開口パターン形成工程で形成した遮光
部開口に前記遮光膜となる光硬化性樹脂と遮光材料を有
する遮光材レジストを塗布する遮光材レジスト塗布工程
と、前記一方の基板の前記カラーフィルタ形成側と反対
側から化学線を照射して前記遮光部開口に塗布された前
記遮光材レジストを硬化させるレジスト硬化工程と、前
記遮光材レジストの未硬化部分を除去する未硬化遮光材
レジスト除去工程とを含み、前記遮光部開口にのみ前記
遮光膜を形成することを特徴とする。
【００２０】本発明により、透過光と反射光を選択的ま
たは同時に利用して明るい外光がある環境と暗い環境の
何れにおいても、明るく鮮明な画像あるいは色調ずれの
ない高品質のカラー画像表示が得られる。なお、本発明
は上記各構成および後述する実施例の構成に限るもので
はなく、本発明の技術思想を逸脱することなく、種々の
変形が可能であることは言うまでもない。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶表示装置
の実施の形態について、実施例の図面を参照して詳細に
説明する。図１は本発明による液晶表示装置の第１実施
例の構成を模式的に説明する一方の基板の半透過反射膜
に形成した遮光膜部分を示す断面図である。液晶表示装
置の一方の基板ＳＵＢ１（下側の基板）の内面にアルミ
ニウムの蒸着膜からなる半透過反射膜ＰＴ／Ｒを有し、
この半透過反射膜ＰＴ／Ｒの隣接するカラー画素間に遮
光部開口ＢＳＬを形成してある。この半透過反射膜ＰＴ
／Ｒは成膜される膜厚薄くして所謂半透明の反射膜とし
た場合には画素部開口を設けなくてもよい。図１の半透
過反射膜ＰＴ／Ｒでは、この画素部開口については等に
考慮していない。
【００２２】遮光膜ＢＭは遮光部開口ＢＳＬに塗布した
光硬化性樹脂と遮光材料を有する遮光材レジストを当該
基板ＳＵＢ１の背面すなわち半透過反射膜ＰＴ／Ｒと反
対側から露光光ＥＸＬを照射して硬化したものである。
この遮光材レジストは遮光部開口ＢＳＬの中に充填する
如く半透過反射膜ＰＴ／Ｒ上に塗布した後、この遮光部
開口ＢＳＬを露光マスクとして露光される。半透過反射
膜ＰＴ／Ｒの基板ＳＵＢ１側も光反射性であるため、露
光光は遮光部開口ＢＳＬのみを照射する。
【００２３】露光光（照明光）は遮光部開口ＢＳＬの基
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板ＳＵＢ１に近い部分で硬化を速く進行させる。したが
って、基板ＳＵＢ１から遠くなるに従って硬化は弱くな
る。さらに、通常遮光部開口ＢＳＬを通過する照明光の
分布は当該遮光部開口ＢＳＬの中央部が凸状となるた
め、当該遮光部開口ＢＳＬの中央部分がより多くの光を
受けるため、遮光材レジストの架橋反応は中央部分で強
く、遮光部開口ＢＳＬの周辺部で弱い。したがって、露
光後の現像により断面形状は図示したような凸形状とな
り、遮光部開口ＢＳＬの周辺にあった遮光材レジストは
除去される。遮光膜ＢＭがこのような形状となることに
より、遮光膜ＢＭは遮光部開口ＢＳＬ内部にのみ形成さ
れる。したがって、遮光膜の硬化のための露光マスクを
要しないで充分な遮光効果のある、かつ反射膜の面積減
少を損なうことのない明るい画像表示を可能とした液晶
表示装置を歩留りよく得ることができる。
【００２４】図２は本発明による液晶表示装置の第２実
施例の構成を模式的に示す一方の基板の半透過反射膜と
遮光膜およびカラーフィルタの形成方法の説明図であ
る。図２の（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線
に沿った断面図である。本実施例では、各カラーフィル
タの回りに遮光膜ＢＭのパターンが形成されている。こ
の遮光膜ＢＭは図１で説明した様に一方の基板ＳＵＢ１
のカラーフィルタＣＦと反対側から遮光材レジストを露
光する。このとき、半透過反射膜は不透光性であり、そ
のカラーフィルタの直下には画素部開口が形成されてい
るので、この画素部開口ＨＬに塗布された遮光材レジス
トが露光されるのを防止するために当該基板ＳＵＢ１の
背面に露光マスクＭＳＫを設置して露光する。
【００２５】露光マスクＭＳＫは遮光部開口ＢＳＬに対
応する部分にのみ露光光が当たるような露光開口ＥＨＬ
が形成されている。この露光開口ＥＨＬは露光光ＥＸＬ
が画素部開口ＨＬを照射しないような開口でよいため、
この露光マスクＭＳＫと遮光部開口ＢＳＬの精密な位置
合わせは必要ない。したがって、充分な遮光効果のあ
る、かつ反射膜の面積減少を損なうことのない明るい画
像表示を可能とした液晶表示装置を歩留りよく得ること
ができる。
【００２６】図３は本発明による液晶表示装置の第３実
施例の構成を模式的に示す一方の基板の半透過反射膜の
形成方法の説明図である。本実施例の半透過反射膜ＰＴ
／Ｒは図２と同様に不透光性であり、図３の（ａ）に示
したようにその各画素部分に円形の画素部開口ＨＬを有
する。この画素部開口ＨＬは同（ａ）の矢印Ｙ－Ｙ方向
に形成される各画素の領域に位置する。そして、同
（ｂ）に示したように半透過反射膜ＰＴ／Ｒの上記画素
部開口ＨＬの境界に遮光部開口ＢＳＬを開ける。
【００２７】一方の基板の内面に形成した半透過反射膜
ＰＴ／Ｒの上に前記実施例と同様に遮光材を塗布し、当
該基板の背面から露光マスクを介して露光を行う。露光
光は遮光部開口ＢＳＬを通過し、この遮光部開口ＢＳＬ
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7
の開口幅で露光光の照射が規制される。したがって、遮
光部開口ＢＳＬの内部に充填された遮光材のみが硬化
し、その断面は図１と同様の凸形状となる。本実施例
は、その画素領域のそれぞれを１画素とすることもで
き、あるいは隣接する３個の画素領域にそれぞれ異なる
色のカラーフィルタを設け、カラー表示の液晶表示装置
とすることもできる。したがって、充分な遮光効果のあ
る、かつ反射膜の面積減少を損なうことのない明るい画
像表示を可能とした液晶表示装置を歩留りよく得ること
ができる。
【００２８】図４は本発明による液晶表示装置の第４実
施例の構成を模式的に示す一方の基板の半透過反射膜の
形成方法の説明図である。本実施例の半透過反射膜ＰＴ
／Ｒは図４と同様に不透光性であり、図４の（ａ）に示
したようにその各画素部分にスリット状の画素部開口Ｈ
Ｌを各３本有する。この画素部開口ＨＬは同（ａ）の矢
印Ｙ－Ｙ方向に形成される各画素の領域に位置する。そ
して、同（ｂ）に示したように半透過反射膜ＰＴ／Ｒの
上記画素部開口ＨＬの境界に遮光部開口ＢＳＬを開け
る。
【００２９】一方の基板の内面に形成した半透過反射膜
ＰＴ／Ｒの上に前記実施例と同様に遮光材を塗布し、当
該基板の背面から露光マスクを介して露光を行う。露光
光は遮光部開口ＢＳＬを通過し、この遮光部開口ＢＳＬ
の開口幅で露光光の照射が規制される。したがって、遮
光部開口ＢＳＬの内部に充填された遮光材のみが硬化
し、その断面は図１と同様の凸形状となる。本実施例
は、隣接する３個の画素領域にそれぞれ異なる色のカラ
ーフィルタＣＦを設け、カラー表示の液晶表示装置を構
成する。したがって、充分な遮光効果のある、かつ反射
膜の面積減少を損なうことのない明るい画像表示を可能
とした液晶表示装置を歩留りよく得ることができる。
【００３０】図５は本発明による液晶表示装置の第５実
施例を説明する要部平面図である。ここでは、半透過反
射膜は図示を省略してある。図中、ＩＴＯ１は下基板
（一方の基板ＳＵＢ１）上に形成された下側の画素電極
であり、ＩＴＯ２は上基板（他方の基板ＳＵＢ２）の内
面に形成されたカラーフィルタＣＦの上に形成された上
側の画素電極である。本実施例では、上基板（他方の基
板ＳＵＢ２）の内面にカラーフィルタＣＦを有し、この
カラーフィルタＣＦの境界に遮光膜ＢＭが形成されてい
る。したがって、本実施例は下基板（一方の基板ＳＵＢ
２）の内面に有する半透過反射膜の上に遮光膜ＢＭが上
記上側の画素電極ＩＴＯ２の下層に有するカラーフィル
タの境界に対応した位置に前記実施例と同様の方法で形
成される。
【００３１】本実施例においても、遮光膜ＢＭは半透過
反射膜に形成した遮光部開口を露光マスクとして露光硬
化して形成されるため、遮光膜ＢＭが半透過反射膜の有
効反射面積を低減することがない。したがって、本実施
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例により、充分な遮光効果のある、かつ反射膜の面積減
少を損なうことのない明るい画像表示を可能とした液晶
表示装置を歩留りよく得ることができる。
【００３２】図６は本発明による液晶表示装置にバック
ライトを組み合わせた場合の構成例を模式的に説明する
断面図である。本構成例は前記各実施例の何れかの半透
過反射型の液晶表示装置ＰＮＬにバックライトＢＬを組
み合わせたものである。すなわち、液晶表示装置ＰＮＬ
の背面にバックライトＢＬを積層してあり、周囲が暗い
環境では液晶表示素子ＰＮＬを透過するバックライトＰ
ＮＬからの照明光を液晶表示素子ＰＮＬに形成した画像
で変調し、これを液晶表示素子ＰＮＬの表示面側に出射
することによって画像を可視化する。また、明るい環境
では、表示面側から入射する周囲の外光を照明光とした
反射型の液晶表示装置として動作する。
【００３３】この液晶表示装置は、表示面側とその反対
側の面である下側基板の内面に半透過反射板を有する。
なお、偏光板や位相差板は図示を省略してある。この液
晶表示装置ＰＮＬの背面に、当該液晶表示装置の外形と
ほぼ同様の形状をもつ略々矩形の透明な導光板ＧＬＢと
この導光板ＧＬＢの一縁（サイドエッジ）に沿って設置
した光源Ｌとを備えたバックライトＢＬを設置してあ
る。
【００３４】光源Ｌは発光ダイオードアレイ、あるいは
冷陰極蛍光ランプが用いられるが、携帯型の情報端末な
どのバッテリー駆動の機器では発光ダイオードアレイが
多く用いられ、比較的大きな画面をもつノートパソコン
などでは冷陰極蛍光ランプが採用される。透過表示モー
ドではこの光源Ｌからの光を導光板ＧＬＢに伝播させる
途上で液晶表示装置ＰＮＬ方向に指向させ、液晶表示装
置ＰＮＬを背面から照明する構成としている。
【００３５】また、導光板ＧＬＢの背面にはドット印刷
ＤＯＴ等が印刷などで形成され、液晶表示装置ＰＮＬの
全域で均一な輝度を得るようになっている。なお、導光
板ＧＬＢのさらに背面側には、導光板ＧＬＢから背面に
出射した光を全反射させて液晶表示素子ＰＮＬ側に戻す
反射板ＲＦが設置されている。
【００３６】図７は本発明による液晶表示装置にバック
ライトとタッチパネルとを組み合わせた画面入力型の液
晶表示装置の構成例を模式的に説明する断面図である。
本構成例の液晶表示装置ＰＮＬとバックライトＢＬの部
分は前記図６で説明したものと同様なので繰り返しの説
明はしない。液晶表示装置ＰＮＬの表示面側にはタッチ
パネルＴＰが設置されている。
【００３７】このタッチパネルは、それぞれの内面に透
明な抵抗膜を有する硬質板と軟質シートを周縁で粘着
し、常時は両者の抵抗膜を離間させておく。そして、ペ
ン先などで押圧操作して両抵抗膜を接触させたときの座
標を検出して文字や記号の入力、あるいは液晶表示装置
の画面に表示されたアイコンや文字記号などを選択でき
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るように構成されている。
【００３８】図８は図９で説明した本発明による液晶表
示装置を実装した電子機器の一例としての携帯型情報端
末の構成例を説明する斜視図である。この携帯型情報端
末（ＰＤＡ）はホストコンピュータＨＯＳＴやバッテリ
ーＢＡＴを収納し、表面にキーボードＫＢを備えた本体
部ＭＮと、前記した構成の液晶表示装置ＰＮＬ１やバッ
クライト用のインバータＩＮＶを実装した表示部ＤＰで
構成されている。
【００３９】本体部ＭＮには接続ケーブルＬ２を介して
携帯電話機ＰＴＰが接続できるようになっており、遠隔
地との間で通信が可能となっている。この携帯電話機Ｐ
ＴＰの表示部を構成する液晶表示装置ＰＮＬ２も前記し
た本発明の実施例の何れかの構成をもつ液晶表示装置が
実装されている。携帯型情報端末の表示部ＤＰの液晶表
示装置ＰＮＬ１とホストコンピュータＨＯＳＴとの間は
インターフェースケーブルＬ１で接続されている。ま
た、表示部ＤＰの一部にはペンホルダＰＮＨが設けてあ
り、ここに入力ペンＰＮが収納される。
【００４０】この携帯型情報端末は、キーボードＫＢを
使用した情報の入力と入力ペンＰＮでタッチパネルの表
面を押圧操作したり、なぞり、あるいは記入で種々の情
報を入力し、あるいは液晶表示素子ＰＮＬ１に表示され
た情報の選択、処理機能の選択、その他の各種操作を可
能としてある。なお、この種の携帯型情報端末の形状や
構造、および携帯電話機ＰＴＰの形状等は図示したもの
に限るものではなく、この他に多様な形状、構造および
機能を具備したものが考えられる。
【００４１】なお、本発明における液晶表示装置は、上
記の実施例における単純マトリクス方式に限るものでは
なく、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）方式や薄膜ダイオー
ド方式、その他のアクティブ・マトリクス方式の液晶表
示装置にも同様に適用できるものであることは言うまで
もない。このように、上記実施例で説明した液晶表示装
置により、反射モードでも透過モードであっても明るく
見易い画面表示を得ることが出来る。
【００４２】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
周囲が明るい環境では反射モード、暗い環境では透過モ
ードを選択し、環境の明るさに関係なく常に明るく、カ
ラー表示では色調が良好で鮮明な画像表示が得られる半
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透過反射型の液晶表示装置を歩留りよく得ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示装置の第１実施例の構成
を模式的に説明する一方の基板の半透過反射膜に形成し
た遮光膜部分を示す断面図である。
【図２】本発明による液晶表示装置の第２実施例の構成
を模式的に示す一方の基板の半透過反射膜と遮光膜およ
びカラーフィルタの形成方法の説明図である。
【図３】本発明による液晶表示装置の第３実施例の構成
を模式的に示す一方の基板の半透過反射膜の形成方法の
説明図である。
【図４】本発明による液晶表示装置の第４実施例の構成
を模式的に示す一方の基板の半透過反射膜の形成方法の
説明図である。
【図５】本発明による液晶表示装置の第５実施例を説明
する要部平面図である。
【図６】本発明による液晶表示装置にバックライトを組
み合わせた場合の構成例を模式的に説明する断面図であ
る。
【図７】本発明による液晶表示装置にバックライトとタ
ッチパネルとを組み合わせた画面入力型の液晶表示装置
の構成例を模式的に説明する断面図である。
【図８】図９で説明した本発明による液晶表示装置を実
装した電子機器の一例としての携帯型情報端末の構成例
を説明する斜視図である。
【図９】半透過反射型の液晶表示装置の構成例を模式的
に説明する断面図である。
【図１０】半透過反射膜に形成した遮光部開口に遮光膜
を設ける方法を説明する露光システムの模式図である。
【符号の説明】
ＰＮＬ（ＰＮＬ１、ＰＮＬ２）・・・・  液晶表示装
置、ＳＵＢ１・・・・一方の基板（下側基板）、ＳＵＢ
２・・・・他方の基板（上側基板）、ＬＣ・・・・液晶
層、ＰＴ／Ｒ・・・・半透過反射膜、ＯＣ１，ＯＣ２・
・・・オーバーコート層、ＩＴＯ１・・・・下側画素電
極、ＩＴＯ２・・・・上側画素電極、ＯＲＩ１・・・・
下配向膜、ＰＲＩ２・・・・上配向膜、ＣＦ・・・・カ
ラーフィルタ、ＢＭ・・・・遮光膜（ブラックマトリク
ス）、ＨＬ・・・・画素部開口、ＢＳＬ・・・・遮光部
開口。
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解决的问题：提供一种半透射反射型液晶显示装置，其具有改善的遮光
效果，能够显示明亮的图像和高清晰度，并且生产率优异。 使用/ R中设
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BM，并且遮光膜BM的截面形状形成为凸状。
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